· 総務・審査相談グループ

総務事務
委員会の会議に関する事務及び委員の報酬並びに事務局職員の人事、給与、服務、研修、福利厚生及び物品等に関する事務の円滑な運営に努めた。
また、職員の衛生管理状況について長期休業者数は0人であった。
不利益処分に関する審査請求の審査事務
１　令和４年度から係属していた審査請求事案は、次のとおりである。
	件名
	審査請求人及び

審査請求年月日
	処分者及び

処分年月日
	処分の内容
	備考

	令和２年

大人委（不）第２号事案
	元大阪府交野市
公立学校事務職員

令和 2. 6.24
	大阪府
教育委員会

令和 2. 3.27
	懲戒免職
	

	令和２年

大人委（不）第３号事案
	元大阪府公立
学校実習助手

令和 2. 9.14
	大阪府
教育委員会

令和 2. 7.10
	懲戒免職
	令和6.2.6
処分修正（停職３月）

	令和３年

大人委（不）第１号事案
	大阪府公立

学校教員

令和 3. 5.20
	大阪府
教育委員会

令和 3. 3. 4
	休職
	令和6.3.19
打切棄却

	令和３年

大人委（不）第２号事案
	大阪府公立

学校教員

令和 3. 6. 9
	大阪府
教育委員会

令和 3. 3.26
	停職３月
	令和5.11.7
取下げ

	令和３年

大人委（不）第３号事案
	大阪府公立

学校教員

令和 3. 6.28
	大阪府
教育委員会

令和 3. 4. 5
	休職
	令和6.3.19
打切棄却

	令和４年

大人委（不）第１号事案
	元大阪府公立

学校教員

令和 3.12.14
	大阪府
教育委員会

令和 3. 9.30
	懲戒免職
	令和6.3.5
処分承認

	令和４年

大人委（不）第２号事案
	元大阪府吹田市

公立学校長

令和 4. 2.10
	大阪府
教育委員会

令和 3.11.26
	懲戒免職
	令和5.8.29
処分承認

	令和４年

大人委（不）第３号事案
	元大阪府和泉市

公立学校事務職員

令和 4. 3.28
	大阪府
教育委員会

令和 3.12.27
	懲戒免職
	

	令和４年

大人委（不）第４号事案
	元大阪府公立

学校教員

令和 4. 8. 9
	大阪府
教育委員会

令和 4. 6.28
	懲戒免職
	

	令和４年

大人委（不）第５号事案
	元大阪府公立学校
非常勤講師

令和 4. 8.31
	大阪府
教育委員会

令和 4. 8.25
	懲戒免職
	令和6.3.26
処分承認

	令和４年

大人委（不）第６号事案
	元大阪府寝屋川市公立学校長

令和 4.10.11
	大阪府
教育委員会

令和 4. 7.29
	懲戒免職
	令和6.3.26
処分承認

	令和４年

大人委（不）第７号事案
	大阪府高槻市
公立学校教員

令和 4.10.17
	大阪府
教育委員会

令和 4. 9.30
	停職３月
	

	令和４年

大人委（不）第８号事案
	大阪府
巡査部長
令和 4.11.25
	大阪府
警察本部長

令和 4. 8.29
	降任
	


２　令和５年度中に提起された審査請求事案等は、次のとおりである。
　審査請求
	件名
	審査請求人及び

審査請求年月日
	処分者及び

処分年月日
	処分の内容
	備考

	令和５年

大人委（不）第１号事案
	元大阪府島本町
公立学校教員

令和 5.5.19
	大阪府
教育委員会

令和 5. 2.24
	懲戒免職
	

	令和５年

大人委（不）第２号事案
	大阪府
職員
令和 5.6.12
	大阪府
知事
令和 5. 3.24
	停職３月
	

	令和６年

大人委（不）第１号事案
	元大阪府公立

学校教員

令和 5.12.20
	大阪府
教育委員会

令和 5. 9.22
	懲戒免職
	


３　令和５年度中に処理した審査請求事案等は、次のとおりである。
審査請求
	件名
	審査請求人及び

審査請求年月日
	処分者及び

処分年月日
	処分の内容
	処理内容

	令和２年

大人委（不）第３号事案
	元大阪府公立
学校実習助手

令和 2. 9.14
	大阪府
教育委員会

令和 2. 7.10
	懲戒免職
	令和6.2.6
処分修正（停職３月）

	令和３年

大人委（不）第１号事案
	大阪府公立

学校教員

令和 3. 5.20
	大阪府
教育委員会

令和 3. 3. 4
	休職
	令和6.3.19
打切棄却

	令和３年

大人委（不）第２号事案
	大阪府公立

学校教員

令和 3. 6. 9
	大阪府
教育委員会

令和 3. 3.26
	停職３月
	令和5.11.7
取下げ

	令和３年

大人委（不）第３号事案
	大阪府公立

学校教員

令和 3. 6.28
	大阪府
教育委員会

令和 3. 4. 5
	休職
	令和6.3.19
打切棄却

	令和４年

大人委（不）第１号事案
	元大阪府公立

学校教員

令和 3.12.14
	大阪府
教育委員会

令和 3. 9.30
	懲戒免職
	令和6.3.5
処分承認

	令和４年

大人委（不）第２号事案
	元大阪府吹田市

公立学校長

令和 4. 2.10
	大阪府
教育委員会

令和 3.11.26
	懲戒免職
	令和5.8.29
処分承認

	令和４年

大人委（不）第５号事案
	元大阪府公立学校
非常勤講師

令和 4. 8.31
	大阪府
教育委員会

令和 4. 8.25
	懲戒免職
	令和6.3.26
処分承認

	令和４年

大人委（不）第６号事案
	元大阪府寝屋川市公立学校長

令和 4.10.11
	大阪府
教育委員会

令和 4. 7.29
	懲戒免職
	令和6.3.26
処分承認


　　　　　　　　　　　　　（根拠法令）

地方公務員法第49条から第51条の２まで
不利益処分に関する審査請求等に関する規則
勤務条件に関する措置要求の審査事務
１　令和４年度から係属していた措置要求事案は、なかった。
２　令和５年度中に申請された措置要求事案は、次のとおりである。
	件名
	申請者及び

申請年月日
	任命権者
	要求事項
	備考

	令和５年

大人委（勤）第１号事案
	大阪府公立

学校教員
令和 5. 10.30
	大阪府

教育委員会
	勤務時間の確認、時間外勤務に係る時間の回復
	

	令和６年

大人委（勤）第１号事案
	大阪府
警部補
令和 6. 1. ９
	大阪府

警察本部長
	職場におけるハラスメント、給与および人事評価に関すること
	

	
	大阪府公立
学校教員
令和 6． 2． １
	大阪府
教育委員会
	超過勤務４項目を無視した勤務状況の改善
	令和6.3.19

却下

	令和６年

大人委（勤）第２号事案
	大阪府公立学校
外国語指導員
令和 6． 3．12
	大阪府
教育委員会
	基本報酬の引上げ、有給の病気休暇を認めること
	

	令和６年

大人委（勤）第３号事案
	大阪府公立学校
外国語指導員
令和 ６． 3．12
	大阪府
教育委員会
	基本報酬の引上げ、有給の病気休暇を認めること
	

	令和６年

大人委（勤）第４号事案
	大阪府公立学校
外国語指導員
令和 ６． 3．12
	大阪府
教育委員会
	基本報酬の引上げ、有給の病気休暇を認めること
	

	令和６年

大人委（勤）第５号事案
	大阪府公立学校
外国語指導員
令和 ６． 3．12
	大阪府
教育委員会
	基本報酬の引上げ、有給の病気休暇を認めること
	

	令和６年

大人委（勤）第６号事案
	大阪府公立学校
外国語指導員
令和 ６． 3．12
	大阪府
教育委員会
	基本報酬の引上げ、有給の病気休暇を認めること
	

	令和６年

大人委（勤）第７号事案
	大阪府公立学校
外国語指導員
令和 ６． 3．12
	大阪府
教育委員会
	基本報酬の引上げ、有給の病気休暇を認めること
	

	令和６年

大人委（勤）第８号事案
	大阪府公立学校
外国語指導員
令和 ６． 3．12
	大阪府
教育委員会
	基本報酬の引上げ、有給の病気休暇を認めること
	


３　令和５年度中に処理した措置要求事案は、次のとおりである。
	件名
	申請者及び

申請年月日
	任命権者
	要求事項
	備考

	
	大阪府公立
学校教員
令和 6． 2. １
	大阪府
教育委員会
	超過勤務４項目を無視した勤務状況の改善
	令和6.3.19

却下


　　　　　　　　　　　　　（根拠法令）
地方公務員法第46条から第48条まで
勤務条件に関する措置の要求に関する規則

退職手当支給制限等処分に関する諮問に対する調査審議事務
令和４年度から係属している退職手当審査事案、令和５年度中に諮問された退職手当審査事案及び令和５年度中に処理した退職手当審査事案は、いずれもなかった。

（根拠法令）

職員の退職手当に関する条例第18条第1項から第7項まで
職務に専念する義務の免除に関する承認事務

職務専念義務の免除に関し、当委員会が適当と認めて承認した件は次のとおりである。

	
	承認日
	申請者
	行事名等
	役割
	参加者
	備考

	１
	R5. 5. 2
	大阪府知事
	新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合等の廃止
	（包括承認）
	職員
	

	２
	R5. 5. 2
	大阪府
教育委員会
	新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合等の廃止
	（包括承認）
	教職員
	

	３
	R5. 5.31
	大阪府知事
	第12回ASEAN　Para　Games
	審判員
	職員
	

	４
	R5.10.16
	大阪府知事
	特別全国障害者スポーツ大会
	選手団役員
	職員
	

	５
	R5.12. 1
	大阪府知事
	令和５年度地域保健総合推進事業（国際協力事業）
ベトナム保健医療事情調査
	調査団
団長及び団員
	職員
	

	６
	R6. 3.22
	大阪府知事
	職員が、職場におけるハラスメントに関して相談窓口に相談する場合
	（包括承認）
	職員
	


（根拠法令）

地方公務員法第35条
職務に専念する義務の特例に関する条例第２条第３号
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第12号

人事委員会規則の制定及び改正に関する事務
次のとおり、人事委員会規則の改正を行った。

	規則番号
	規　　　　則　　　　名
	内　　　　　　　容
	公布日
施行日

	５－19
	公益的法人等への職員の派遣に関する規則の一部を改正する規則
	派遣できる団体の削除に伴う所要の改正
	令和5.12.26
令和6. 1. 1

	６－４
	公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
	派遣できる団体の削除に伴う所要の改正
	令和6. 3.26
令和6. 4. 1

	６－５
	職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則
	任命権者への届出を要しない場合を規定
	令和6. 3.27
令和6. 4. 1

	６－10
	大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則
	大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の改正に伴う施行規則の制定
	令和6. 3.28
令和6. 4. 1

	６－11
	職員の分限に関する規則の一部を改正する規則
	令和６年度の組織の改編に伴う規定整備
	令和6. 3.29
令和6. 4. 1


職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について定める条例の制定又は改廃についての意見聴取に対する回答事務

職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について定める条例案についての議会の意見聴取に対して、次のとおり回答した。

	照会日
	件　　名
	内　　　　容
	回　　答　　内　　容

	R6.2.21
	大阪府職員基本条例及び職員の退職管理に関する条例一部改正の件
	効率的・効果的な府政の推進に取り組んでいくため、所要の改正を行う。

〔主な改正内容〕

・部長公募において職員の任期付職員としての任用を可能とする。

・人事評価における相対評価の区分及び分布割合を変更する。

・指定出資法人等への再就職の禁止について期間を定める。

施行日：令和６年４月１日
	上記各条例案中、第79号議案及び第85号議案の条例案に関する本委員会の意見は、次のとおりである。その余の議案の条例案のうち、本委員会の所管に属する事項に関しては、適当と認める。

（１）第79号議案について　（略）
（２）第85号議案について

本府の人事評価制度について、本委員会では、これまで、相対評価を前提にするとしても、下位評価区分の分布割合を固定化した現状の制度を見直すこと、あるいは、下位評価区分の分布割合の運用の柔軟化について検討すべきことについて、職員の給与等に関する報告においても意見を述べてきたところである。

本委員会としては、今回の改正についてはこれまでの委員会の意見を考慮したものと考えられ一定評価できるものであるが、任命権者において、職員の資質、能力及び執務意欲の向上を図ることとした人事評価制度の意義に沿ったものとなるよう適切に運用されることを望むものである。

その他の内容については、適当と認める。

	
	職員の懲戒に関する条例一部改正の件
	教育職員等による児童生徒暴力等の防止等に関する法律の改正等に伴い、児童生徒性暴力等として位置づけられた行為についての懲戒処分の基準を定める等の改正を行う。

施行日：公布の日
	適当と認める。


職員総合相談センターの運営

地方公務員法が適用される職員の勤務条件その他の人事管理に関する苦情相談と、同法が適用されない職員（技能労務職員等）の健康や職場の悩み等に関する苦情相談についても一元的に対応できるよう人事委員会、法務課及び総務サービス課の共管で「職員総合相談センター」を整備し、職員からの苦情相談に対応した。

○相談内容：①職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び人事評価等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相談（職場の人間関係及び職場におけるハラスメントを含む）。

　　　　　　　　　　 ②公正な職務執行上の相談

　　　　　　　　　　 ③健康、ストレス相談

　○相談体制（定員）：相談員６名（職員３名、会計年度任用職員３名）

　○相談方法：面接、電話、電子メール等

　○相談内容別件数
	
	令和５年度
	令和４年度

	
	件数
	人数
	件数
	人数

	勤　務　条　件
	５２
	３８
	６７
	３９

	人　事　制　度
	４５
	２５
	３９
	２８

	職場の人間関係
	３２
	１８
	８２
	３０

	パワー・ハラスメント
	１２４
	６５
	９７
	５１

	セクシュアル・ハラスメント
	８
	３
	１５
	５

	健康・ストレス
	４０
	２０
	３８
	２４

	公　正　職　務
	２
	２
	３
	３

	そ　の　他
	５２
	４０
	３４
	２７

	計
	３５５
	２１１
	３７５
	２０７

	注･･･苦情相談件数の分類は、相談者からの訴えをもとに分類したもの


（根拠法令）

地方公務員法第８条第１項第11号

職員からの苦情相談に関する規則
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